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●問合せ 「法律講座について」 

（一社）京都建築設計監理協会 事務局  

TEL：（075）221-1675 10時～16時（土・日・祝日除く） 

H P：kyotosekkan.jp/contact/  

ホームページの「お問合わせ」をご利用下さい。 

●申込み FAXもしくは、京都建築設計監理協会ホームページの 

「お問合わせ」からお申込下さい。 

FAX：（075）256-0553  HP：kyotosekkan.jp/contact/ 

締切 10月31日（火曜日） 

参 加 者 氏 名 連  絡  先 

(ふりがな) Mail 

氏 名 FAX  

（注）参加には申込みが必要です。申込み確認後、こちらから受付完了のご連絡を致します。 

尚、申込み後のキャンセルにつきましては、必ずご連絡頂きますようお願い致します。 

 

●主 催 京都府建築家協同組合,（一社）京都建築設計監理協会  
●共 催 京 都 商 工 会 議 所 

 

講師：弁護士 今堀
い ま ほり

 茂
しげる

 氏 

（京都みらい法律事務所） 

 

【講師紹介】 

京都大学 工学部 建築学科 卒業後、清水建設株式会社 勤務を 

経て、弁護士資格を取得。一級建築士、一級建築施工管理技士 

“建築士の為の法律講座”  

演題：「建築士のトラブル回避術」 

２０１７年１１月９日（木）１８：３０～２０：３０ 

会場：ハートンホテル京都 ２階「嵐山」 定員：先着７０名 

18時30分～20時30分 （受付開始 18時～） 

参 加 費 

1,000円 

 

●会場 ハートンホテル京都 2階「嵐山」 

※来場は公共交通機関をご利用下さい。 

 

設計業務における些細なことがトラブルに巻き込まれない

よう、各場面に於いて今後注意すべきことや、大きなトラ

ブルに発展しない為の回避術等、判例を用いて、一級建築

士をお持ちの 今堀 茂 弁護士 が分かりやすくご説明致し

ます。 

今回の講座は、大変関心の高いテーマですので、一般公開

として実施致します。建築士に限らず建築関係業者の皆様

にも有益な知識となり今後の業務にもお役立て頂ける内容

となっておりますので、ぜひ、皆様お誘い合わせの上、ご

参加頂きますようご案内申し上げます。 

http://kyotosekkan.jp/contact/
http://kyotosekkan.jp/contact/

